
Ⅲ 横断的措置事項 

１ ＩＴ関係 

(1) ＩＴ分野の基本方針 

「e-Japan戦略」（平成13年１月22日ＩＴ戦略本部決定）において示された「５

年以内に世界最先端のＩＴ国家となる」という目標の達成のため、政府は、

「e-Japan重点計画」（平成13年３月29日ＩＴ戦略本部決定）等のプログラムに基

づき、「民間は競争を通じて様々な創意工夫を行い、政府は公正な競争条件が担保

されるような環境整備に努める」という政府に課せられた役割を果たすべく、着

実に規制改革を実施してきた。 

その結果、例えば、通信料金の低廉化、高速・超高速インターネットアクセス

の拡大により、インターネットの人口普及率はこの１年間で21.4％から37.1％と

大幅に増加するなど、成果は着実に挙がっている。しかし、引き続き、上述の目

標を達成するため、政府として、情報通信ネットワークインフラの整備とともに、

コンテンツの拡大やＩＴ化を支える主体の育成など情報通信ネットワークインフ

ラの利用の活発化のための規制改革を一体的に進める。その際、単に現在ある手

段を電子的手段に置き換えることだけではなく、ＩＴ化や社会経済情勢の変化に

対応し得るように現在のシステムそのものを変えていくように規制改革を進める。

なお、すべての国民が高度情報通信ネットワークを安心して容易かつ主体的に利

用できるよう、ネットワークの安全性・信頼性の確保やいわゆるデジタルディバ

イドの是正に配意する。 

また、「e-Japan重点計画」に盛り込まれた施策等を緊急かつ集中的に実行し、

また可能な限り加速・前倒しすることにより、高度情報通信ネットワーク社会の

形成を積極的に促進する必要があり、そうした観点から、規制改革の更なる加速

化を図る。 

 

(2) ＩＴ分野の重点事項 

① 情報通信ネットワークインフラの整備推進 

高度情報通信ネットワークインフラの整備を推進するため、電気通信事業者

及びケーブルテレビ事業者等による線路敷設の円滑化を図るとともに、積極的

な利用情報提供等による周波数や光ファイバ網等の既存インフラの有効利用を

進める。 

 



② 電気通信分野における新たな競争政策の樹立 

市場シェアの高さ等に着目した非対称規制の着実な実施、地域通信網の開放

の徹底等により、電気通信事業者間において公正かつ有効な競争を実現するた

めの環境整備を推進する。 

③ 電子商取引ルールと新たな環境整備 

電子商取引などのネットワーク利用を活発化するために、いわゆる事後チェ

ック型ルールへの転換、個人情報の保護を始めとする電子商取引への参加や電

子媒体の活用に係る障壁の除去、特許法、著作権法等の見直し、通信と放送の

融合に対応した制度の検討等の環境整備を推進するとともに、その利用の担い

手となる主体の育成を図るため、ＩＴ化の進展に対応した会社法制の抜本的見

直し等の措置を講ずる。 

④ 行政の情報化の推進 

申請・届出等手続の電子化・ペーパーレス化を始めとした情報通信技術の活

用とともに、既存の制度・慣行を見直すことにより、行政サービスの向上、行

政運営の簡素・効率化、国民・事業者の負担の軽減を図る。 

⑤ 人材育成の強化 

ＩＴ教育体制の充実強化、国際的なＩＴ人材市場の流動化などＩＴ技術者・

研究者の育成・確保等、ＩＴ化の進展を支える基盤としての人材育成の強化を

図るための措置を講ずる。 

 



(3) 個別事項 

ア 情報通信ネットワークインフラの整備促進 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

①線路敷設の

円滑化 

 

ａ 関係省庁が連携して、ＩＴ戦略会議・情報通

信技術(ＩＴ)戦略本部で取りまとめられた「線

路敷設の円滑化について」(平成12年11月６日)

明記された以下の措置を講ずる。 

(a) 電柱・管路等の開放 

   

（総務省） ⅰ) 第一種電気通信事業者が他の公益事業者

の電柱・管路等を使用する際のガイドライン

を策定する。 

【公益事業者の電柱・管路等使用に関するガ

イドライン(平成13年４月１日策定)】 

措置済   

（総務省） ⅱ) 公益事業者の所有する電柱・管路等の使用

に関し紛争が生じた場合の実効性のある法

的担保措置を採るために必要な措置を整備

する。 

【電気通信事業法等の一部を改正する法律

(平成13年法律第62号)】 

措置済 

(11月施

行) 

  

 

（国土交通省） 

(b) 道路等の公的空間への敷設円滑化 

ⅰ) 道路、河川、港湾等の公的空間における光

ファイバーの収容空間ネットワークの整

備・開放を推進するとともに、収容空間に関

する情報提供の充実を図る。 

 

順次実施 

（国土交通省） ⅱ) 橋梁の新設に合わせた線路敷設や将来の

線路敷設に対応するため、モデル事業を選定

し、光ファイバー敷設の在り方について検討

する。 

一部措

置済 

措置  

（国土交通省） ⅲ) 冬期・年度末の路上工事抑制措置につい

て、道路交通に及ぼす影響等をも勘案しつつ

平成13年度から５年間は試行的に緩和を図

るとともに、道路管理者等は当該措置の実施

内容等をインターネット等により公開する。 

計画・IT

ア① 

一部措

置済 

(試行) 

措置 

(試行) 

措置 

(試行) 

(注) 「当初計画等との関係」欄では、各個別事項と、改定前の規制改革推進３か年計画（平成13 年３月

30 日閣議決定）（＝「計画」）、平成 13 年度重点計画事項（＝「重点」）及び内外からの意見・要

望等（＝「要望等」）との対応関係を明らかにし、特に、「計画」及び「重点」については該当する

分野名（略称で記載）及びその記載個所を明示した。 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

（国土交通省） ⅳ) 電線等を敷設するために下水道管きょを

使用する際の標準的ルールについて周知を

図る。 

【下水道管きょの使用に関するガイドライ

ン(平成13年３月30日)、標準下水道条例の変

更(平成13年７月６日)】 

措置済   

（国土交通省） ⅴ) 直轄国道の道路占用許可申請手続の電子

化について、平成13年度までに所要の措置を

講ずるとともに、その他の国道及び都道府県

道についても電子申請が可能となるよう地

方公共団体に対して要請を行う。 

【直轄国道は平成13年度内に電子化済。その

他の国道及び都道府県道は平成13年２月国

土交通省道路利用調整室長等通知】 

措置済   

（国土交通省） ⅵ) 複数の道路管理者に係る道路占用許可申

請手続のワンストップ化の推進を図る。 

逐次実施 

（警察庁) ⅶ) 道路使用許可の電子申請について、平成15

年度までに可能となるよう各都道府県警察に

対して電子申請システムの整備を要請する。 

措置済   

（国土交通省) ⅷ) 河川占用許可の電子申請について、国土交

通大臣管理区間においては平成15年度まで

に可能となるよう所要の措置を講ずるとと

もに、都道府県知事管理区間においては、

電子申請が可能となるよう平成15年度まで

に電子申請の実施方策の提示等を行い地方

公共団体に対し要請する。 

検討 試行 措置 

（国土交通省） ⅸ) 河川占用許可申請に関し、光ファイバーを

橋梁等に添架する場合の標準的な敷設位置

等の周知を図る。 

【平成13年３月国土交通省水政課長通知等】 

措置済   

（国土交通省） ⅹ) 道路や河川に線路敷設を行う際の手続に

関する占用許可手続マニュアル(平成12年

度作成)の周知を図る。 

【平成13年３月国土交通省水政課長通知等】 

措置済   

（国土交通省） �) 道路における埋設物件情報を整備するた

め、道路台帳の整備を促進するとともに、

道路台帳の電子化を推進する。 

 

逐次実施 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

（警察庁、総務

省、国土交通

省） 

ｂ ケーブルテレビ事業者について、電気通信事

業者と同様、円滑な線路敷設が実現するよう関

係省庁が連携し必要な措置を講ずる。 

 平成13年度以降、関係省庁と

連携を確立した上で検討開

始 

②卸電気通信

役務制度の

導入 

（総務省) 

サービスの安定的な供給及び公平な利用の確

保に配慮しつつ、自治体、電力事業者、鉄道事業

者等の保有する既存の光ファイバー等の有効活

用を促進するとともに、電気通信事業者のネット

ワーク構築の柔軟性の向上を図るため、従来の一

般利用者を対象とした電気通信役務と異なる専

ら他の電気通信事業者を対象とした電気通信役

務(卸電気通信役務)について、事業者間の個別契

約に基づく柔軟な提供を可能とするための措置

を講ずる。 

【電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成

13年法律第62号)】 

計画・IT

ア② 

措置済 

(11月施

行) 

  

有限希少な周波数資源のより一層の有効利用

を促進するため、周波数割当ての見直しを引き続

き実施することとし、特に、超高速ネットワーク

インフラ等の形成を推進するため、以下の周波数

割当ての見直しを重点的に実施する。 

計画・IT

ア③ａ 

   

ａ 高速無線インターネットアクセスに使用可

能な周波数帯を拡張する。 

【平成12年郵政省告示第746号、平成14年総務省

告示第131号】 

 措置済 

(４月、

２月施

行) 

  

③周波数割当

ての見直し 

（総務省） 

ｂ 第４世代移動通信システム及び５GHz帯無線

アクセスシステムの周波数を確保するための

周波数再配分を実施する。 

要望等 

〔計画・

IT ア ③

ｂ〕 

検討 結論(４

月) 

周波数

割当計

画改正 

 

④周波数割当

方法の検討 

（総務省） 

周波数の割当方法について、公正性、透明性を

高め、電波の有効利用を一層促進する観点から、

オークション制度に関する海外の最新動向を調

査・フォローするとともに、オークション制度の

導入の是非を含め検討を進める。 

計画・IT

ア④ 

調査・検

討 

調査・検

討 

 

⑤周波数に関

する情報提

供 

周波数の利用状況に関する公開可能な情報に

ついて、現在の提供方法に加えて、電波の利用者

の利便の一層の向上に資するような情報提供方

計画・IT

ア⑤ 

調査方

法の検

討、シス

システ

ム開発、

法案成

 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

（総務省) 法について検討し、所要のシステム開発等、環境

整備を行う。 

（第154回国会に関係法案提出） 

テム開

発 

立後公

布・施行 

⑥地上テレビ

ジョン放送

のデジタル

化完了後の

空き周波数

の利用方法

の検討 

（総務省) 

地上波テレビジョン放送のデジタル化に伴い、

アナログ放送の終了後テレビジョン放送以外の

用途に割当可能となる周波数について、諸外国の

動向を調査するとともに、電波の特性に応じた最

適な利用方法について検討を進める。 

計画・IT

ア⑥ 

調査・検

討 

調査・検

討 

調査・検

討 

⑦電力線搬送

通信設備に

使用する周

波数帯域の

拡大 

（総務省) 

電力線搬送通信設備に使用する周波数帯域の

拡大(２ＭＨｚ～30ＭＨｚを追加)について、放送

その他の無線業務への影響について調査を行い、

その帯域の利用の可能性について検討する。 

計画・IT

ア⑦ 

検討 検討 

(結論) 

 

⑧高速道路の

高架橋脚空

間の活用 

（国土交通省) 

高速道路の高架橋脚空間への光ケーブルの敷

設の方策について検討する。 

計画・IT

ア⑧ 

検討 検討  

 

イ 電気通信分野における新たな競争政策の樹立 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

①非対称規制

の導入 

（総務省) 

市場支配力を有する電気通信事業者の反競

争的行為を防止、除去するための規制を導入す

る。 

【電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成

13年法律第62号)】 

計画・IT

イ① 

措置済 

(11月施

行) 

  

一方、事業者に対する規制緩和を積極的に推進

する観点から、以下の事項について、速やかに措

置を講ずる。 

   ②事業者規制

緩和の徹底 

（総務省) 

ａ 市場支配力を有さない事業者間の接続協定

について認可制を一定の条件下で届出化 

【電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成

13年法律第62号)】 

計画・IT

イ② 

措置済 

(11月施

行) 

  



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

ｂ 市場支配力を有さない第一種電気通信事業

者の契約約款について、認可制を一定の条件下

で届出化 

【電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成

13年法律第62号)】 

措置済 

(11月施

行) 

   

ｃ 業務区域拡大に係る変更許可制の届出化 

 

検討 措置 

(４月施

行予定) 

 

③電気通信事

業における

事業区分の

見直し 

（総務省) 

電気通信事業における事業区分について、今後

のネットワークの動向やネットワーク構築にお

ける柔軟性確保、競争の進展状況を踏まえ、また、

通信と放送の融合化の進展、諸外国におけるハー

ド・ソフト分離規制の動向等に配慮しつつ、制度

の簡素化等の観点等を含め、見直しに向けた検討

に着手する。 

計画・IT

イ③ 

検討 結論  

電気通信事業者によるネットワーク構築にお

ける一層の柔軟性を確保する観点から、以下の措

置を講ずる。 

計画・IT

イ④ 

   

ａ 第一種電気通信事業者が行う業務の委託に

係る認可要件の緩和等について検討し、所要の

措置を講ずる。 

 検討 措置 

(４月施

行予定) 

 

ｂ 第一種指定電気通信設備を設置している東

日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株

式会社(以下「東・西ＮＴＴ」という。)の地域

通信網における事業者向け割引料金(キャリア

ズレート)制度の拡充について検討し、所要の

措置を講ずる。 

【平成14年総務省令第14号】 

 措置済 

(２月施

行) 

  

④他事業者の

ネットワー

ク利用 

（総務省) 

ｃ 光ファイバー設備のアンバンドル化について

は、端末系伝送路設備、中継伝送路設備の各々に

ついて、伝送装置を介さないアンバンドルされた

形態での接続を確保するための措置を講ずる。 

【平成13年総務省令第59号、平成13年総務省令第

60号】 

 措置済 

(４月施

行) 

  

⑤携帯電話の

国際ローミ

ングに係る

携帯電話の国際ローミングの実施に係る海外

事業者等との間の協定等の締結に関し、諸外国に

おける次世代携帯電話(IMT-2000)サービスの開

要望等  必要に応じ検討 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

協定等の認

可対象外化 

（総務省) 

始状況等を踏まえつつ、総務大臣の認可の対象外

とすることについて検討する。 

⑥インターネ

ット関連サ

ービスに関

する業務支

援システム

(OSS)の開放 

（総務省) 

インターネット関連サービスを提供する際に

必要な東・西ＮＴＴの業務支援システム(OSS)の

開放について、開放すべき項目について、個人情

報の保護や費用負担の在り方等の観点から検討

を行う。 

要望等  検討・結

論 

 

⑦ユニバーサ

ルサービス 

（総務省) 

電気通信分野におけるユニバーサルサービス

の提供を確保するため、地域通信市場の競争の進

展の状況に応じて、必要なコストを合理的基準に

基づき電気通信事業者間で負担する制度を設け

る。 

【電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成

13年法律第62号)】 

計画・IT

イ⑤ 

法案成

立、公布 

措置 

(公布後

１年以

内に施

行予定) 

 

⑧電気通信事

業分野にお

ける紛争処

理機能の強

化 

（総務省) 

電気通信事業間の紛争の迅速かつ効率的な処

理を図るため、接続等に係る紛争のあっせんなど

を行う機関として、両議院の同意を得て総務大臣

が任命する委員から構成され、通常の許認可部門

から組織的に独立した「電気通信事業紛争処理委

員会」(国家行政組織法第８条に基づく機関)を設

置する。 

【電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成

13年法律第62号)】 

計画・IT

イ⑥ 

措置済 

(11月施

行) 

  

⑨ＮＴＴの在

り方 

（総務省) 

ａ ＮＴＴのグループ経営の改善と公正競争の確

保を図る観点から、地域通信網の開放の徹底、Ｎ

ＴＴコミュニケーションズ及びＮＴＴドコモに

対するＮＴＴ持株会社の出資比率の引下げを含

むＮＴＴグループ内の相互競争の実現、東・西Ｎ

ＴＴの経営効率化の推進等、競争促進のための自

主的な実施計画をＮＴＴ持株会社及び東・西ＮＴ

Ｔが作成し、公表することを期待するとともに、

当該実施計画の実施状況を注視する。 

【電気通信市場の競争促進のための自主的な実

施計画の実施について(平成13年10月26日公表)】 

計画・IT

イ⑦ 

一部措

置済 

注視 注視 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

ｂ ＮＴＴグループ企業間のファイアーウォー

ルの在り方に関し、平成11年７月のＮＴＴ再編

時のファイアーウォールの遵守状況を速やか

に点検する。 

【ＮＴＴ再編成時のファイアーウォールの遵守

状況の点検結果(平成14年２月22日)】 

一部措

置済 

引き続

き注視 

引き続

き注視 

ｃ また、東・西ＮＴＴ間における競争の促進状

況について、十分注視し、必要に応じ人的を始

めとするファイアーウォールの設置その他の

手段により実質的な競争を実現するための有

効な措置を講ずる。 

必要に応じ措置 

ｄ 東・西ＮＴＴの業務範囲規制については、ＩＴ

革命推進のため、東・西ＮＴＴの業務範囲規制を

本来業務の遂行及び公正競争条件に支障を与え

ないことを条件として緩和しうる措置を講ずる。 

【電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成

13年法律第62号)】 

措置済 

(11月施

行) 

  

ｅ ＮＴＴグループの経営形態等については、公

正な競争を促進するための施策によっても十

分な競争の進展が見られない場合には、通信主

権の確保や国際競争の動向も視野に入れ、速や

かに電気通信に係る制度、ＮＴＴの在り方等の

抜本的な見直しを行う。 

必要に応じ措置 

ｆ 以上のほか、日本電信電話株式会社法(ＮＴ

Ｔ法)等における規制について、国の安全確保

や電気通信の公共性の確保等に配慮しつつ、以

下の措置を講ずる。 

(a) 国の安全確保に係る措置については、 

 

  

ⅰ) 電気通信分野における国の安全確保のた

めに有効な措置の在り方について検討し、必

要に応じて、外為法の運用強化を含む有効な

措置を講ずる。 

結論 必要に応じて措置 

 

ⅱ) 当面、ＮＴＴ持株会社の外国人等の議決権

割合に係る規制を３分の１未満まで緩和す

る等の措置を講ずる。 

【電気通信事業法等の一部を改正する法律

(平成13年法律第62号)】 

 

措置済 

(11月施

行) 

  



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

(b) ＮＴＴ持株会社及び東・西ＮＴＴに係る外国

人役員規制の在り方については、ＷＴＯ基本電

気通信合意上、我が国がＮＴＴに係る外資規制

と一体として当該制限を留保してきた経緯を

踏まえ、外資規制の在り方と一体で検討する。 

結論 国の安全確保や電

気通信の公共性の

確保等の状況の変

化を注視しつつ、

必要に応じて措置 

(c) ＮＴＴ持株会社に係る政府保有株式数規制

については、緩和する方向で検討を進める。 

検討 引き続き検討(結

論) 

(d) ＮＴＴ持株会社の新株発行の認可制につい

ては、国際的なＭ＆Ａ(企業合併・買収)等のグ

ローバルな事業活動を迅速かつ弾力的に展開

するための機動的な資金調達という観点等か

ら、緩和措置を講ずる。 

【電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成

13年法律第62号)】 

措置済 

(11月施

行) 

  

 

(e) ＮＴＴコミュニケーションズの経営の自主

独立性の確保等を図る観点から、ＮＴＴ持株会

社がＮＴＴ法附則第６条の規定により取得し

たＮＴＴコミュニケーションズの株式の処分

に係る認可制度を廃止する。 

【電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成

13年法律第62号)】 

 

措置済 

(11月施

行) 

  

ａ 電気通信事業分野における公正な競争を促

進する観点から、独占禁止法上又は電気通信事

業法上問題となる行為や、競争を一層促進する

観点から事業者が採ることが望ましい行為の

具体的事例を示した独占禁止法上及び電気通

信事業法上の指針を平成13年中にとりまとめ、

公表する。 

【電気通信事業分野における競争の促進に関す

る指針(平成13年11月30日)】 

措置済   ⑩電気通信事

業分野にお

ける独占禁

止法上及び

電気通信事

業法上の考

え方の明確

化 

（公正取引委

員会、総務省) 

<競争⑧の再掲> 

ｂ また、上記指針について、平成14年中に見直

しを行うとともに、その後も必要に応じて逐次

見直しを行う。 

計画・IT

イ⑧ 

 見直し 必要に

応じて

逐次見

直し 

⑪「ＭＶＮＯガ

イドライン

（仮称）」の

移動体通信市場において、周波数の割当を受け

ずにサービス提供を行うＭＶＮＯ（Mobile 

Virtual Network Operator）の参入を促進し、更

要望等  措置  



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

策定 

（総務省) 

なる競争の進展を通じた料金の低廉化、サービス

の多様化を図るため、ＭＶＮＯに係る制度運営の

透明性・予見可能性を高める「ＭＶＮＯガイドラ

イン（仮称）」を策定・公表する。 

 

ウ 電子商取引ルールと新たな環境整備 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

①景品類に関

する規制の

見直し 

（公正取引委

員会) 

<競争⑤の再掲> 

電子商取引など新しい形態の商取引の普及に

対応するために、現行の景品類に関する規制につ

いて早急に検討を行い、ホームページ上で景品類

を提供する際の景品規制に関する運用基準など、

電子商取引における景品類の規制についての運

用基準を明確化する。 

【インターネット上で行われる懸賞企画の取扱

いについて(平成13年４月26日公表)】 

計画・IT

ウ① 

措置済   

②対消費者電子

商取引に係る

独占禁止法上

の考え方の明

確化 

（公正取引委

員会) 

<競争⑩の再掲> 

対消費者電子商取引に関して、消費者保護の観

点から電子商取引上の表示に対する景品表示法

上の対応や消費者に分かりやすい表示の在り方

について、「消費者向け電子商取引への公正取引

委員会の対応について－広告表示問題を中心に

－」を平成13年１月に公表したところであるが、

平成13年中に電子商取引の実態を適宜把握し、必

要に応じて見直しを行う。 

計画・IT

ウ② 

必要に応じて逐次見直し 

③商業帳簿等

の電子化 

（法務省) 

<法務イ⑨の再掲> 

システム化による業務効率向上を図る観点か

ら、監査報告書、株主総会議事録、取締役会決議

議事録について、電子署名、電子認証、電子的閲

覧等の仕組みが整備されている場合には、電子デ

ータによる作成・保存を認める。 

定款等についても、同様の観点から、電子署名、

電子認証、電子的閲覧等の仕組みが整備されている

場合には、書面での作成及び備置きは不要とする。 

【商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第

128号)】 

計画・IT

ウ③ 

法案成

立、公布 

措置 

(４月施

行) 

 

④株主総会の

招集通知の

電子化 

インターネットや電子メール経由による招集

通知を希望する株主に対しては、企業のコスト軽

減、環境への配慮の観点から、インターネットや

計画・IT

ウ④ 

法案成

立、公布 

措置 

(４月施

行) 

 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

（法務省) 

<法務イ⑩の再掲> 

電子メール経由での通知を認める。 

【商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第

128号)】 

⑤株主総会に

おける議決

権行使の電

子化 

（法務省) 

<法務イ⑪の再掲> 

株主総会参加のための時間・距離・コストの制

約を取り除き、より多くの株主との意思疎通を図

り、同時に定足数の確保を図る観点から、株主が

希望する場合には、議決権行使書面の電子化を認

めるための所要の措置を講ずる。 

【商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第

128号)】 

計画・IT

ウ⑤ 

法案成

立、公布 

措置 

(４月施

行) 

 

⑥電子媒体に

よる株式会

社の公告の

実現 

（法務省) 

<法務イ⑫の再掲> 

企業のコスト削減の観点、インターネットのメディ

アとしての普及具合等を総合的に勘案した上で、電子

媒体による公告を会社の公告として認めることについ

て、検討を行い結論を得た上で所要の措置を講ずる。 

【商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第

128号)】 

計画・IT

ウ⑥ 

法案成

立、公布 

措置 

(４月施

行) 

 

⑦インターネッ

ト等での取引

に係る社員の

雇用形態の見

直し 

（金融庁) 

<金融エ⑫の再掲> 

保険募集において、派遣社員等が活用できるよ

う、「保険募集に従事する役員又は使用人」の解

釈を示した金融庁の「事務ガイドライン」を平成

13年中に見直す。 

【金融庁事務ガイドライン(平成13年３月30日)】 

計画・IT

ウ⑦ 

措置済   

⑧インターネッ

トによる保険

販売に係る事

業方法書の認

可基準の明確

化 

（金融庁) 

<金融エ⑬の再掲> 

平成13年中に、インターネットによる保険販売

の方法に係る内閣総理大臣の認可基準を明確化

する。 

【保険業法施行規則の一部を改正する省令(平成

13年内閣府令第66号)及び金融庁事務ガイドライ

ン(平成13年７月６日)】 

計画・IT

ウ⑧ 

措置済

(７月施

行) 

  

⑨ＣＰのペー

パーレス化 

（金融庁、法務

省) 

<金融ウ⑤の再掲> 

券面を必要としないＣＰの発行、移転、償還等

の在り方について関係団体等の参加を得た検討

結果を踏まえ、ＣＰのペーパーレス化について必

要な措置を講ずる。 

【短期社債等の振替に関する法律(平成13年法律

第75号)】 

計画・IT

ウ⑨ 

法案成

立、公布 

措置 

(４月施

行) 

 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

⑩証券決済制

度の改革 

(金融庁、法務

省) 

<金融ウ⑧の再掲> 

証券決済の迅速化及び確実化を実現するため、

社債等について、その無券面化を可能とするとと

もに、それが階層的に保有される場合について、

社債等登録法を廃止し、新たな振替制度を創設す

る。 

（第154回国会に関係法案提出） 

重点・金

融(2) 

〔計画・

ITウ⑩〕 

法案提

出 

法案成

立後公

布・施行 

 

⑪医薬品のカ

タログ販売

における範

囲の見直し 

（厚生労働省） 

<流通ウ①の再掲> 

近年のインターネットによる取引の急速な発

展にかんがみ、カタログ販売の可能な医薬品の範

囲を拡大することにより消費者利便の向上を図

る観点から、現時点において薬局等で販売されて

いる医薬品について、カタログ販売が可能な医薬

品の範囲に追加できるものがあるか否かについ

て、これまでの基準に従い、改めて検討する。 

計画・IT

ウ⑪ 

検討 検討  

⑫不動産特定

共同事業の

手続要件 

（国土交通省、

金融庁) 

<住宅ア⑦の再掲> 

電子機器を活用してより低廉な費用で不動産

特定共同事業が活用されるよう書面交付手続等

における電子機器の活用形態の明確化について、

消費者保護やトラブルの未然防止を図りつつ、検

討を行い、どのような電子機器の活用形態が、現

行制度の「書面を交付して説明」(法第24条第１

項)、「書面に記名捺印」(法第24条第２項)に該

当するのかについて、他法令との整合性を図りつ

つ明確にする。その上で、必要があれば、制度改

正を検討する。 

計画・IT

ウ⑫ 

検討  

ａ インターネット等の情報通信の手段を用い

る場合の隔地者間の契約の成立時期などにつ

いて、民法が定める民事ルールを見直し、電子

商取引の円滑化を図るための法案として、電子

取引に係る民法の特例等に関する法律案を国

会に提出するなど、所要の制度整備を行う。 

【電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民

法の特例に関する法律(平成13年法律第95号)】 

計画・IT

ウ⑬ 

措置済 

(12月施

行) 

  ⑬電子契約、情

報財契約の

ルール 

（経済産業省） 

ｂ プログラム取引における利用者保護措置を

定める「特定電子取引の円滑化に関する法律

案」(仮称)を国会に提出するなど、所要の制度

整備を行う。 

【電子商取引等に関する準則(平成14年３月策

定)】 

 一部措

置済 

  



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

⑭インターネ

ットサービ

スプロバイ

ダー等の責

任ルール 

（総務省) 

インターネット上の情報流通に関して、ウェブ

ページ等への情報掲載による他人の権利利益の

侵害にプロバイダー等が迅速かつ適切な対応が

行えるよう責任を明確化するため、必要なルール

の整備を行う。 

【特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制

限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年

法律第137号)】 

計画・IT

ウ⑭ 

法案成

立、公布 

措置 

(公布後

６か月

以内に

施行予

定) 

 

⑮通信販売等

におけるい

わゆる迷惑

メール対策 

（経済産業省） 

消費者が電子メールによる商業広告の受け取

りを希望しない旨の連絡を通信販売事業者等に

行った場合には、その消費者に対する商業広告の

再送信を禁止する等、通信販売等における電子メ

ールの利用の適正化のための措置を講ずる。 

（第154回国会に関係法案提出) 

要望等 法案提

出 

法案成

立後公

布・施行 

 

⑯電子商取引

の促進のた

めの既存制

度の見直し 

（関係府省) 

対面行為の義務付け、事業所・人員などの必置

規制、書類保存義務など、電子商取引の成長を妨

げる既存の法律や規制の改定について検討する。 

【平成13年経済産業省令第20号等】 

計画・IT

ウ⑮ 

逐次検討 

⑰インターネ

ットを利用

した古物取

引を促進す

るための環

境整備 

（警察庁） 

古物商が古物の買受け等を行う場合の相手方

の確認について、電子署名等を用いた非対面によ

る方法によっても行うことができることとする

等古物商によるインターネットを利用した取引

を促進するための措置を講ずる。 

（第154回国会に関係法案提出） 

要望等 法案提

出 

法案成

立後公

布・施行 

 

⑱ソフトウェ

アライセン

ス契約等に

関する独占

禁止法上の

考え方の明

確化 

（公正取引委

員会） 

<競争⑪の再掲> 

ソフトウェアライセンス契約等について、競争

政策の観点から実態を把握し、平成13年度末を目

途に独占禁止法上の考え方の明確化を図る。 

【ソフトウェアと独占禁止法に関する研究会の

報告書(平成14年３月20日公表)】 

計画・IT

ウ⑯ 

措置済   



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

⑲コンテンツ

市場におけ

る競争政策

の在り方の

検討、コンテ

ンツに関す

る標準契約

書案の策定 

（経済産業省） 

コンテンツ取引やクリエイターに対する報酬

等に関する現状と問題点を整理した上で、コンテ

ンツ市場における競争政策の在り方を検討する

とともに、コンテンツに関する標準契約書案の策

定など製作・流通等に係るルールの確立のための

方策を講ずる。 

計画・IT

ウ⑰ 

検討 措置  

⑳ブロードバ

ンド・コンテ

ンツの流通

を促進する

ための環境

整備 

（総務省、経済

産業省) 

ブロードバンド・コンテンツのネットワーク流

通を円滑化するため、コンテンツ流通の実証実験

を通じ、基盤技術の確立及び権利処理ルールの整

備を図る。 

要望等  実証実

験 

措置 

21特許法の見

直し 

（経済産業省） 

インターネット上で取引されるコンピュータ

ソフトウェアの保護の明確化等インターネット

上での知的財産保護についての検討を行い、特許

法及び商標法の見直しなど、所要の制度整備に取

り組む。 

（第154回国会に関係法案提出) 

計画・IT

ウ⑱ 

法案提

出 

法案成

立後公

布・施行 

 

22著作権制度

の充実 

（文部科学省) 

高速情報通信ネットワークの急速な普及に対

応し、著作物等のインターネット上での適正かつ

公正な利用を確保するため、著作権制度上の当面

の課題について検討を行い、所要の制度整備を行

うとともに、著作権教育・普及啓発の充実を図る。 

（第154回国会に関係法案提出) 

計画・IT

ウ⑲ 

法案提

出 

法案成

立後公

布・施行 

 

23コンテンツ

権利情報を

整理する仕

組みの研究 

（総務省、経済

産業省、文部科

学省) 

テレビ番組などの権利関係が複雑なコンテン

ツについて、関係する全ての権利者・権利に関す

る情報をコンテンツ制作時に整理する仕組みの

研究を実施する。 

要望等  研究 措置 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

24ＡＤＲの整

備 

（経済産業省

及び関係府省) 

 

ａ  既存の相談機関の紛争処理能力向上及びＡ

ＤＲ(Alternative Dispute Resolution：裁判

外紛争処理)機関相互のネットワーク化を図

り、消費者へのワンストップサービスの実現を

目指すとともに、トラストマーク制度における

市場メカニズムを利用したＢtoＣ(対消費者)

電子商取引のための新たなＡＤＲスキームの

構築を行う。 

一部措

置済 

措置  

（司法制度改

革推進本部及

び関係府省) 

<法務ア⑪ｂの

再掲> 

ｂ 総合的なＡＤＲの制度基盤を整備する見地か

ら、ＡＤＲの利用促進、裁判手続との連携強化の

ための基本的な枠組みを規定する法律案を提出

することも含めて必要な方策を検討し、遅くとも

平成15年度末までに所要の措置を講ずる。 

計画・IT

ウ⑳ 

検討、措置 

個人情報の有用性に配慮しつつ、個人情報の保

護を図り、国民が高度情報通信ネットワークを安

心して利用できる仕組みを整備するため、以下の

措置を講ずる。 

計画・IT

ウ21 

   25個人情報の

保護 

（内閣官房) 

ａ 平成13年中に、個人情報の有用性に配慮しつ

つ、個人の権利利益を保護することを目的と

し、個人情報の適正な取扱いに関し基本となる

原則を定めるとともに、個人情報データベース

等を事業の用に供している一定の事業者が遵

守するべき義務、政府が講ずべき措置等に関す

る基本事項を内容とする個人情報の保護に関

する法律案を国会に提出するなど、所要の制度

整備を行う。 

（第151回国会に関係法案提出) 

 法案提

出 

法案成

立後公

布 

 

（総務省及び

関係府省） 

ｂ 個人情報の保護に関する法律の成立を受け、

電気通信分野における個人情報保護に関する

個別法案を平成14年度までに国会に提出する

など、個別分野における個人情報の保護のため

に必要な措置を講ずる。 

 検討 検討 

  

措置(電

気通信

分野) 

 

26通信と放送

の融合に対

応した制度

整備 

（総務省) 

通信、放送を取り巻く環境の大きな変化への的

確な対応を図る観点から、以下の措置を講ずる。 

ａ 通信衛星を利用した放送に必要な認定手続

や、第一種電気通信事業者の通信回線を利用し

たケーブルテレビ事業に必要な許可手続の簡 

計画・IT

ウ22 

 

 

措置済

(１月施

行) 

  



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

 素化等、通信と放送の融合の進展に対応した制

度整備を推進する。 

【電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85

号)】 

    

 ｂ いわゆる「限定性を有する放送」について、

今後、新たなサービスの出現に応じて、メディ

ア特性に応じた規制の在り方を検討する。 

 逐次実施 

27ＮＨＫのＢ

Ｓデジタル

放送の在り

方 

（総務省) 

ＮＨＫのＢＳデジタル放送に関し、ＮＨＫに期

待される役割、他の民間放送事業者との公正有効

競争の確保の観点、ＢＳアナログ放送とＢＳデジ

タル放送のサイマル放送期間を勘案しつつ、保有

メディアの数及びスクランブル化の実施につい

て検討する。 

計画・IT

ウ23 

検討開

始 

検討 検討(結

論) 

28放送のデジ

タル化の推

進 

（総務省) 

地上放送については、早期にデジタル放送を開

始できるよう、地上デジタル放送のマスメディア

集中排除を含めた環境整備を推進する。 

【平成13年総務省告示第475号、平成13年総務省

告示第476号等】 

計画・IT

ウ24 

逐次実施 

29ＣＳデジタ

ル放送の外

資規制 

（総務省) 

電気通信役務を利用して行う放送の制度整備

を行うことに伴い、これに該当するＣＳデジタル

放送の外資規制を撤廃する。 

【電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85

号)】 

計画・IT

ウ25 

措置済

(１月施

行) 

  

 

エ 社会・行政の情報化の推進 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

① Ｅ Ｂ Ｍ

（Evidence-

based 

Medicine：根

拠に基づく

医療）の推進 

（厚生労働省） 

<医療イ①の再掲> 

患者本位の医療サービスを実現するために、診

療ガイドラインの作成やデータベースの整備が

必要であり、平成15年度中にＥＢＭの提供体制を

整備し、速やかにＥＢＭが広く一般的に行われる

ようにする。また、患者が自ら診療内容等を理解

し選択しやすくするためには、国民用の診療ガイ

ドラインを整備する。これらを公正で中立な第三

者機関が行うための環境整備を行う。 

重点・医

療(2)カ 

〔計画・

ITエ①〕 

逐次実施 

 

ＥＢＭの樹立(平成15年度目

途) 

②医療分野IT

化のグラン

医療の質の向上と効率化の観点から、医療分野

のＩＴ化に関して戦略的なグランドデザインを

計画・IT

エ②ａ 

[前段] 

措置済 

 

 

 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

ドデザイン

とその推進 

（厚生労働省） 

<医療ア⑫の再掲> 

描く。また、これを推進する支援・助成について、

医療費体系の整備の在り方を含め検討し、電子カ

ルテ等、各種ＩＴ化を統合的に推進する。 

[後段] 

検討 

[後段] 

検討(早

期結論) 

ａ ＩＴ化のメリットを最大限享受し医療事務の

効率化を図るため、レセプトの電子処理方法を確

立し、磁気テープなどによる請求に加え、オンラ

インによる請求をできるようにする。このため、

明確な目標期限、実現のための推進方策、安全対

策などを明らかにした計画を平成13年度中に策

定し、速やかに電子的請求の原則化を図る。さら

に、オンライン化による請求を中心のものとする

ため、一定期間を定め、オンライン請求を促進す

るための措置などを導入し、オンライン請求を中

心とする電子的請求の原則化を図る。また、オン

ライン請求を確実かつ安全なものにするために

は、プライバシーの保護、セキュリティーの確保

などが重要であるが、今日のＩＴ化の進展及び他

分野での運用の状況を勘案し、短期間でそれら安

全面の対策を講ずる。 

重点・医

療(2)ア 

〔計画・

IT エ ②

ｅ〕 

一部措

置済(13

年度中

計画策

定) 

措置(速

やかに

原則化

等) 

 ③レセプトの

オンライン

請求を中心

とする電子

的請求の原

則化 

（厚生労働省） 

<医療ア⑬の再掲> 

ｂ 実態を重視し、安全性が十分確保されている

とするものについては即時にオンライン請求

を可能とする措置を講ずる。 

重点・医

療(2)ア 

 速やか

に措置 

 

④電子レセプト

の規格の充

実・強化及び使

用の普及促進 

（厚生労働省） 

<医療ア⑭の再掲> 

ａ レセプトの電子請求を促進し、医療事務の効

率化やレセプト情報の有効活用により医療の

質的向上を図ることが重要である。また、病

名・手術名・処置名等やそのコードについての

レセプト、カルテの統一化や、それに適したレ

セプトフォームの規格化を実施し、その普及を

促進する。 

重点・医

療(2)イ 

〔計画・

IT エ ②

ｂ〕 

 措置  

 ｂ 診療報酬点数算定ルールは複雑かつあいま

いなものになっているので、その明確化、簡素

化を図り、コンピューターで利用可能な算定ル

ールの確立と周知徹底を行う。 

 逐次実施 

⑤カルテの電

子化及び用

語・コード様 

ａ 電子カルテの導入・普及を積極的に促進す

る。その際、用語・コード・様式の標準化を進

め、医師、医療機関が同一のものを使用するこ 

重点・医

療(2)エ 

〔計画・ 

  措置 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

とが不可欠であり、現在標準化されている病

名、医薬品名等の普及を促進するとともに、そ

の他の用語の標準化を完成させる。 

IT エ ②

ｂ〕 

   式の標準化 

（厚生労働省） 

<医療ア⑯の再掲> 

ｂ カルテにおける用語・コードなどはレセプト

におけるそれと統一したものとし、将来的には

カルテから機械的にレセプトが作成される仕

組みとする。 

重点・医

療(2)エ 

検討・逐次実施 

ａ 高度な医療サービスを効果的、効率的に提供

できるよう、病診連携や病病連携と併せて、遠

隔診断等の遠隔医療を推進する。 

また、各種データ交換の際のフォーマット、

電子的情報交換手順、情報セキュリティ技術等

の標準について早急に確立し、積極的な普及策

を講ずる。 

計画・IT

エ②ｃ 

検討・結

論・推進 

推進 推進 

ｂ 病院内のチーム医療と同等な高レベルの処

方チェックを可能とすべく、ＩＴを活用した薬

局機能の高度化について検討し、所要の措置を

講ずる。 

計画・IT

エ②ｄ 

検討 検討 結論・措

置 

⑥遠隔医療等

の医療分野

のＩＴ化の

推進 

（厚生労働省） 

<医療ア⑱の再掲> 

ｃ 保険者におけるレセプトの保管について、電

子媒体での保管を認める方向で検討する。 

計画・IT

エ②ｆ 

検討 

(結論) 

措置  

ａ 医療分野における個人情報保護に関して、

「個人情報保護基本法制に関する大綱」(平

成12年10月11日情報通信技術(ＩＴ)戦略本

部個人情報保護法制化専門委員会決定)の趣

旨に沿って早急に検討し、所要の措置を講ず

る。 

【障害者に係る欠格事由の適正化を図るための

医師法等の一部を改正する法律(平成13年法律第

87号)】 

計画・IT

エ③ａ 

一部措

置済(７

月) 

措置  ⑦個人情報の

保護とデー

タの科学的

利活用の在

り方 

（厚生労働省) 

<医療ア⑲の再掲> 

ｂ 疫学研究等について、医学全体の発展を通じ

た公衆衛生の向上等の公益の実現を図る観点

から、個人情報の保護を図りながら、情報の適

正な利活用を可能にする仕組みについて検討

し、早急に整備する。 

計画・IT

エ③ｄ 

結論 措置  

⑧複数の医療

機関による

患者情報の

安全で質の高い患者本意の医療サービスを実

現するために、個人情報の保護など一定の条件を

備えた上で、患者情報を複数の医療機関で共有し

重点・医

療(2)オ 

〔計画・

逐次実施 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

共有 

（厚生労働省） 

<医療ア⑰の再掲> 

有効活用が出来るよう措置する。 

【平成14年厚生労働省医政局長通知】 

IT エ ③

ｂ、ｃ〕 

⑨医療提供者

に関する情

報公開 

（厚生労働省） 

<医療イ⑤の再掲> 

医療機関の医療機能、業務内容、医師の専門分

野、診療実績などに関する客観的に比較可能な情

報公開を促進する。 

そのため、医療に関する各種情報のデータベー

ス化、ネットワーク化を行い、国民が容易に情報

にアクセスできる環境の整備を実施する。 

【平成14年厚生労働省告示】 

重点・医

療(1)イ 

逐次実施 

⑩薬歴管理の

電子化 

（厚生労働省） 

<流通ウ⑧の再掲> 

薬歴の電子媒体による管理について、基準とな

るソフト等を開発し、その項目について一定の基

準を示すこと等により、事業者の効率性の向上を

図るとともに、消費者にとっての安心感を与える

べく所要の措置を講ずる。 

計画・IT

エ④ 

検討 結論  

ａ 介護支援専門員がケアプランを作成する際

に必要となるサービス事業者の空き情報等の

情報化等の介護保険給付業務に係るＩＴ化を

進める。 

逐次実施 

ｂ 介護サービスの利用者がＷＡＭ－ＮＥＴ(福

祉保健医療情報ネットワーク)等を通して事業

者情報等に直接アクセスし、サービス選択の判

断に資することができるようなシステム構築

を図る。 

計画・IT

エ⑤ 

逐次実施 

⑪介護保険給

付業務にお

けるＩＴ化

の促進 

（厚生労働省） 

<福祉ア①の再掲> 

ｃ 介護に関する技術の発展等に資するために、

例えば提供サービスと対象者の心身の状況の

変化の関係を検証するなど、個人情報保護のた

めの方策を明確にした上で、要介護者に関する

情報の収集や分析等に努める。 

 検討 措置  

⑫職業紹介手

続における

電子メール

の利用 

（厚生労働省） 

<雇用ア②ｉの

再掲> 

職業紹介手続において緊急時以外においても

書面に代わる電子メールの利用を認める。 

【平成13年厚生労働省令第61号】 

計画・IT

エ⑥ 

措置済 

(４月施

行) 

  



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

⑬インターネ

ット職業紹

介に係る事

業所面積要

件の撤廃 

（厚生労働省） 

<雇用ア②ｊの

再掲> 

専らインターネットのみによる職業紹介につ

いて、事業所面積に係る20㎡要件を廃止する。 

【平成13年厚生労働省職業安定局長通達】 

計画・IT

エ⑦ 

措置済 

(４月施

行) 

  

⑭雇用分野の

情報化 

（厚生労働省） 

<雇用ア②ｋの

再掲> 

「官民連携した雇用情報システム運営協議会」

における合意を基に、公共職業安定所と民間職業

紹介事業者等の連携による求人・求職情報の一元

化と円滑な利用を図る総合情報ネットワークの

運用を、平成13年度から確実に開始する。 

計画・IT

エ⑧ 

措置済 

(８月運

用開始) 

  

⑮ＥＴＣの推

進 

（国土交通省） 

一般利用者に対するサービスを平成14年度中

に全国の主要な料金所に拡大、おおむね５年後を

目途に都市高速道路においてＥＴＣ(Electronic 

Toll Collection System:ノンストップ自動料金

支払いシステム)に限定した利用を目指す。 

計画・IT

エ⑨ 

逐次実施 

⑯民生用ＤＳ

ＲＣシステ

ム導入に関

する制約の

緩和 

（総務省） 

端末機器と路側機との間で情報を双方向でや

りとりするＤＳＲＣ(Dedicated  Short  Range 

Communication 狭域通信)システムについて、平

成12年10月のＤＳＲＣシステムに関する電気通

信技術審議会の答申に基づき、同システムがＥＴ

Ｃ以外の多様な用途に活用できるよう周波数割

当て、技術基準等の整備を早急に行う。 

【平成13年総務省令第63号及び第64号】 

計画・IT

エ⑩ 

措置済 

(４月施

行) 

  

ａ 道路交通情報提供事業への民間事業者の参

入を促進し、また、新たな技術開発を図る観点

から、交通の安全と円滑に関する必要最小限の

法的な担保措置を設けるため、道路交通法を改

正するなどの措置を講じた上で、現状の規制を

撤廃することを早急に検討する。 

【道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法

律第51号)】 

法律案

成立後

公布 

措置 

(６月施

行) 

 ⑰道路交通情

報提供に関

する制約の

緩和 

（警察庁、国土

交通省） 

ｂ 交通渋滞予測等の先進的な技術については、

産官学の多面的な視点で可及的速やかに検証を

行い、民間事業分野における実用化を推進する。 

計画・IT

エ⑪ 

検討 

(結論) 

措置  



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

⑱ＩＴＳ技術

の国際標準

化の推進 

（警察庁、総務

省、経済産業

省、国土交通

省） 

ＩＴＳ(Intelligent Transport Systems：高度

道路交通システム)関連産業の国際競争力強化の

観点も踏まえつつ、車両の走行を支援するシステ

ムやＤＳＲＣ(狭域通信)システム等をＩＳＯ(国

際標準化機構)及びＩＴＵ(国際電気通信連合)に

提案する等により各種ＩＴＳ技術の国際標準化

を目指す。 

（平成17年度末までの間) 

計画・IT

エ⑫ 

逐次実施 

ＩＴ経済社会における刑事の基本法制について、

高度情報通信ネットワーク社会の安全性及び信頼

性の確保に資するため、法的基盤の整備を行う。 

計画・IT

エ⑬ 

   

ａ 平成13年中に、刑法において、支払用カード

の偽造等の犯罪に関する罰則を整備する。 

【刑法の一部を改正する法律(平成13年法律第97号)】 

措置済 

(７月施

行) 

  

⑲ＩＴに係る

刑事基本法

制の整備 

（法務省) 

<法務ウ①の再掲> 

ｂ  平成17年までに、各種ハイテク犯罪に対する

罰則、情報通信ネットワークに関する捜査手続

について、必要に応じた法整備を行う。 

 

必要に応じて法整備 

⑳暗号技術の

標準化の推

進 

（総務省、経済

産業省) 

客観的にその安全性が評価され、実装性で優れ

た暗号技術を採用するため、ＩＳＯ、ＩＴＵ等に

おける暗号技術の国際標準化の状況を踏まえ、専

門家による検討会の開催等を通じて電子政府利

用等に資する暗号技術の評価及び標準化を行う。 

計画・IT

エ⑭ 

14年度までに実施  

21情報セキュ

リティマネ

ジメント規

格の確立 

（経済産業省） 

情報セキュリティマネジメントに関する国際

規格(ISO/IEC13335、ISO/IEC17799)をＪＩＳ等へ

国内規格化するとともに、情報処理サービス業を

対象とした事業所認証制度を創設することによ

り、情報通信ネットワークの安全性及び信頼性を

確保する。 

【平成14年２月20日経済産業省公示】 

計画・IT

エ⑮ 

措置済   

22行政の情報

化 

（各府省) 

ａ 行政情報化の総合的・計画的推進 

行政の情報化については、「行政改革大綱」

(平成12年 12月１日閣議決定)等を踏まえ、添

付書類の簡素化を始めとする手続きそのもの

の見直し、国民にとって安心かつ使いやすいシ

ステムの整備などに積極的に取り組むととも

に、国民等の要請にこたえ、電子政府の早期実

現を目指す。 

計画・IT

エ⑯ 

13年度以降逐次実施 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

（各府省) ｂ 申請・届出等手続の電子化 

国民等と行政との間の実質的にすべての申

請・届出等手続を、平成15年度までのできる限り

早期にインターネット等で行えるようにする。 

15年度までに実施 

（各府省) (a) 各個別手続のオンライン化実施時期の前倒

し、簡素化等手続そのものの抜本的見直し及び

事務処理の電子化という観点から、既存のアク

ション・プランを見直し、新たなアクション・

プランを平成13年度早期に策定する。 

 

措置済   

（総務省） (b) 行政手続のオンライン化のための法整備 

行政手続について、原則としてすべて書面に

よる手続に加えオンラインによる手続も可能

とするための法案を提出するなどにより、所要

の法整備を行う。 

（第154回国会に関係法案提出予定) 

要望等  法案成

立後公

布・施行 

 

（各府省) (c) 申請・届出等手続の電子化にかかわる共通的

基盤システム(府省認証システム、複数の手続

の受付・結果通知等について汎用的に利用でき

るシステム)を平成14年度までに整備する。 

14年度までに実施  

（各府省) (d) 可能な限り、平成14年度までに個別手続のオ

ンラインシステムを整備する。 

計画・IT

エ⑯ 

14年度までに実施  

（総務省) (e) ワンストップサービスの推進 

ⅰ) 各府省が提供する申請・届出等手続に関する

案内情報や申請書の様式等をホームページに

掲載したものを横断的に検索・入手できる総合

窓口システムを平成13年度から運用開始する。 

総合窓口システムにおいて、平成15年度ま

でに、各府省の行政手続の申請・受付システ

ムへのアクセスを可能とする。 

  

一部措

置済(４

月運用

開始) 

 

15年度までに実施 

（財務省、法務

省、厚生労働

省、農林水産

省、経済産業

省、国土交通

省） 

<運輸オ⑯の再掲> 

ⅱ) 輸出入・港湾関連手続のワンストップサー

ビス(シングルウィンドウ化)の推進につい

て、既往の部分システムの改善にも努めつつ、

利用者にとって使いやすく、運用に当たって

コストが低く、国際標準にも配慮し、手続面

で簡素なシステムを構築するために、関係省

庁が協力して、検討・調整を進め、平成15年

度のできるだけ早い時期に運用開始する。 

重点・運

輸(6) 

検討・調

整 

検討・調

整 

出来る

だけ早

い時期

に運用

開始 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

（財務省、法務

省、厚生労働

省、農林水産

省、経済産業

省、国土交通

省) 

ⅲ) 輸出入・港湾諸手続について、平成13年度

中に、関係府省の間でネットワークを通じた

効率的な情報の共有と活用を可能とするた

めの検討体制の整備を図る。その際、統計情

報を含め、現行の提出書類を徹底的に見直

し、標準化を実施するとともに、他府省と重

複するもの、また単なる参考資料として提出

を求められているものについては、一本化あ

るいは廃止を検討する。また、申請手続フォ

ーマットの集約化を検討する。 

計画・IT

エ⑯ 

検討・調

整(検討

体制整

備済) 

検討・調

整 

出来る

だけ早

い時期

に運用

開始 

 さらに、通関情報処理システム(ＮＡＣＣ

Ｓ)と港湾ＥＤＩシステムについては平成13

年度中を目途に接続、ＮＡＣＣＳと外国為替

及び外国貿易法に基づく輸出入許可・承認手

続システム(ＪＥＴＲＡＳ)については、平成

14年度までを目途に、また、ＮＡＣＣＳ、港

湾ＥＤＩシステムと乗員上陸許可支援シス

テム(仮称)についても、平成14年度までを目

途に、それぞれ連携する。 

 一部措

置済 

措置  

 なお、平成15年度までの実現を予定している

輸出入手続の電子化の一環として、民間の収納

インフラの利活用や各種輸出入手続の申告・申

請・受付システムと貿易関連手続の電子化に係

る民間システムとの連携等を検討する。 

 15年度までに検討・結論 

（国土交通省

及び関係府省） 

ⅳ) 自動車保有関係手続について、おおむね平

成17年を目標に手続の電子化によるワンス

トップサービス・システムの稼動開始を目指

す。このため、おおむね平成15年を目途とし

て、地方公共団体の財政状況等に配意した上

で、特定地域を選定し、システムの実用化に

係る試験運用を行う。 

   おおむ

ね15 年

を目途

に試験

運用 

 

（各府省) 

ｃ 政府調達の電子化 

(a) 非公共事業 

各府省がホームページで提供する調達情報

を一括する政府調達情報の統合データベース

の運用を平成13年度に開始するとともに、イン

ターネット技術を活用した電子入札・開札の平 

  

15年度までに実施 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

 成15年度までの導入に向けて取り組む。 

【平成13年６月より統合データベースの運用開始】 

  

（国土交通省

及び関係府省） 

(b) 公共事業 

平成13年10月から一部の直轄事業でインタ

ーネットを活用した電子入札・開札を開始、原

則として、平成16年度までにすべての直轄事業

で電子入札・開札を導入する。 

なお、国土交通省においては、公共事業支援

統合情報システム(CALS/EC)を平成16年度まで

に構築する。 

 13年度以降逐次実施 

(16年度までに措置) 

（各府省) ｄ 国庫金事務の電子化 

国税、年金徴収・支払等国庫金事務について、

電子化を推進する。 

 13年度以降逐次実施 

 (a) 国税の申告手続きについて、平成15年度か

ら、一部税目についてインターネット等による

申告を可能とする。 

   実施 

 (b) 歳入金・国税の納付及び歳出金・国税還付金

の振込について、日本銀行及び金融機関のシス

テム整備を前提として、平成15年度までに、イ

ンターネット等を利用した納付及びオンライ

ン等による振込みを可能とするためのシステ

ム整備、運用を開始する。 

 15年度までに実施 

（総務省) ｅ 地方公共団体における行政情報化の推進 

(a) 地方公共団体を相互に接続する総合行政ネ

ットワークについて、平成15年度までに構築す

る。また、速やかに霞が関ＷＡＮとの接続を図

る。 

 都道府

県、政令

指定都

市等と

の構築 

市町村との構築 

 (b) 国の行政機関の認証システムと整合性のあ

る地方公共団体の組織認証システムについて、

平成15年度までに構築する。 

 都道府

県、政令

指定都

市等に

おける

構築 

市町村における構

築 

 (c) 地方公共団体による公的個人認証サービス

について、平成15年度までの運用開始を目指

し、その構築に向け、法案を提出するなど、所

要の法整備等を行う。 

  15年度までに運用

開始 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

 （第154回国会に関係法案提出予定）   法案成

立後公

布 

措置(公

布後２

年以内

に施行

予定) 

 (d) 国は、地方公共団体が処理する申請・届出等

の行政手続等のオンラインによる実施を可能

とするため、法令等の整備、実施方策の提示等

を行うなどの環境整備を推進する。 

（第154回国会に関係法案提出予定） 

  法案成

立後公

布・施行 

 

23ＩＣカード

の普及 

（内閣官房及

び関係府省) 

国民等の利便性の向上、行政コストの削減を図

るため、行政機関が発行するＩＣカードに関し

て、運転免許証等国際的な検討の対象となってい

るものを除き、複数の情報を相乗りさせることに

ついて検討する。このため、関係府省が連携して、

制度面、技術面、コスト面、利便性や安全性等の

面からその可能性を検討した上で、平成13年度の

できる限り早い時期に基本的スペックを策定す

る。 

【公的分野における連携ＩＣカードの実現に向

けた基本的考え方(平成13年７月27日策定)】 

計画・IT

エ⑰ 

措置済   

24外為関係の

諸報告 

（財務省) 

<金融オ③の再掲> 

外為関係の諸報告の電子媒体化について、結論

を得、所要の措置を講ずる。 

計画・IT

エ⑱ 

結論 一部措

置 

措置 

25国別対外債

権残高報告

書のＯＣＲ

用紙による

報告義務付

けの廃止 

（財務省) 

<金融オ⑥の再掲> 

特別国際金融取引勘定承認金融機関が、外国為

替及び外国貿易法第55条の７等に基づき、作成・

提出することとされている四半期ごとの非居住

者に対する国籍及び所在国別の債権残高の状況

に係る「国別対外債権残高報告書」について、Ｏ

ＣＲ(Optical Character Reader：光学式文字読

み取り)用紙による作成の廃止を検討し、所要の

措置を講ずる。 

要望等 

〔計画・

ITエ⑲〕 

結論 措置  

26学術報告書

の電子化 

（関係府省) 

公的機関、国公立大学発行の論文・報告書、国

からの直接委託等により民間企業等において研究

開発したものの成果について、可能な限りインタ

ーネット等で電子データ等による公開を進める。 

計画・IT

エ⑳ 

検討・逐次実施 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

27工業所有権

に関する手

数料納付の

電子化 

（経済産業省） 

工業所有権に関する手数料納付について、手数

料の決済に関するリスク負担等を踏まえつつ、電

子化に必要な措置について検討を進める。 

計画・IT

エ21 

検討 15年度までに実施 

28鉱業権設定

出願の際の

添付区域図

の電子化 

（経済産業省） 

鉱業権設定出願の際の添付区域図について、パ

ソコンで作成した図面による提出を認めること

について、技術的又は制度的な課題解決の進展状

況を踏まえ検討する。 

【平成13年経済産業省令第184号】 

計画・IT

エ22 

措置済

(７月施

行) 

  

29電気用品の

技術基準適

合検査記録 

（経済産業省） 

電気用品安全法における検査記録について、電

子媒体による保存を可能とする。 

【平成13年経済産業省令第20号】 

計画・IT

エ23 

措置済 

(４月施

行) 

  

30情報システ

ム開発・調達

プロセスの

改善 

（経済産業省

及び関係府省) 

ＩＴ社会に対応した成熟度のあるシステム開

発・調達を官民に広く普及するため、ソフトウェ

ア開発・調達プロセス評価指標モデルを策定する

とともに、競争の一層の促進を図る観点から、同

モデルの活用などソフトウェアの特質を踏まえ

た調達の速やかな導入・普及に向けた検討を行

う。 

計画・IT

エ24 

評価指

標の検

討 

結論  

31工場立地法

に基づく届

出等の電子

化 

（経済産業省） 

工場立地法に基づく届出等について、手続のオ

ンライン化を検討する。 

計画・IT

エ25 

検討 措置  

32軽自動車税

申告書・納付

書の様式の

統一化 

（総務省） 

軽自動車税申告書・納付書の様式の統一化につ

いて、国民負担を軽減する観点から、地方公共団

体と電算システムの再構築、費用負担等について

検討を行う。 

計画・IT

エ26 

検討 結論  

33自動車取得

税の申告書

の様式の統

一化 

（総務省） 

自動車取得税の申告書について、自動車関係手

続のワンストップサービスの実現を図るため、電

子化以外の手法による短期的施策として、申告書

の様式を統一化する。 

【平成13年総務省令第55号及び第183号】 

計画・IT

エ27 

周知 措置 

(４月施

行) 

 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

34無線局の免

許申請等の

手続のオン

ライン化 

（総務省） 

無線局の免許申請等手続について、オンライン

による手続を可能とするよう検討を行い、所要の

措置を講ずる。 

計画・IT

エ28 

検討 一部措

置 

措置 

35住民基本台

帳ネットワ

ークシステ

ムの構築 

（総務省) 

住民基本台帳制度について、住民基本台帳

ネットワークシステムの構築により、転入・

転出手続の簡略化、市町村の区域を超えた広

域的な住民票の写しの交付、効率的な行政機

関への情報提供等を可能とするための所要の

措置を講ずる。 

【住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(平

成13年政令第273号)、平成13年総務省令第135号】 

計画・IT

エ29 

基本的な部分は平成14年度

措置(平成14年８月５日施

行)、その他の部分は住民基

本台帳法の一部を改正する

法律公布の日(平成11年８月

18日)から５年以内に施行 

36法人地方税

申告書・納

付書の電子

化 

（総務省) 

法人地方税申告書・納付書の電子化について、

全国の市町村の税務電算システムの導入状況等

を勘案しつつ、実現方策について検討を行う。 

計画・IT

エ30 

検討 検討 検討・一

部措置 

37地方公共団

体における

入札手続の

電子化 

（総務省) 

地方公共団体が入札手続の電子化を国の実施

スケジュールに合わせて円滑に推進できるよう、

検討し、所要の措置を講ずる。 

【平成13年総務省自治行政局長通知】 

計画・IT

エ31 

一部措

置済 

措置(地

方財政

措置) 

 

38公共工事に

おける各種

書類の標準

化とネット

ワークの活

用 

（国土交通省） 

<住宅イ③の再掲> 

公共工事において関係者間で交換・共有する各

種情報の標準化を推進するとともに、ネットワー

クの活用を促進する。 

計画・IT

エ32 

検討 検討 措置 

39建設業に係

る許可申請

の電子化 

（国土交通省） 

<住宅ウ③の再掲> 

建設業許可に係る申請、届出等手続について、

インターネット等を利用した申請等が可能な部

分からのシステム整備を図る。 

計画・IT

エ33 

検討 検討 一部施

行 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

40宅地建物取

引業に係る

免許申請の

電子化 

（国土交通省） 

<住宅ウ④の再掲> 

宅地建物取引業の免許に係る申請、届出等手続

について、インターネット等を利用した申請等が

可能な部分からのシステム整備を図る。 

計画・IT

エ34 

検討 検討 一部施

行 

41登記のオン

ラインによ

る一括申請

及び登記事

項の電子化 

（法務省) 

<法務イ⑬の再掲> 

企業の負担を軽減する観点から、本店及び支店

の登記を一括してオンラインにより申請するこ

とができるようにする。 

また、利用者の利便性向上の観点から、登記情

報の電子化を早める。 

計画・IT

エ35 

検討 

 

オ ＩＴ化を担う人材育成の強化 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

①インターネ

ット等を用

いた学校情

報の発信 

（文部科学省） 

<教育ア23ｂの

再掲> 

 インターネットに接続されているコンピュー

タが整備された学校に対し、個人情報や、著作権

の保護に十分配慮し、学校や学校の教育活動の紹

介などホームページを利用した学校情報の発信

が主体的に行われるよう、必要な助言や情報提供

を行う。 

計画・IT

オ① 

措置済   

②学校等にお

ける情報化

の促進 

（文部科学省） 

<教育ア24の再掲> 

 コンピュータ等を活用した教科指導を促進する

観点から、教員向けの情報教育の手引等の作成を行

う。また、情報教育関係団体と連携協力し、広く情

報収集を行うとともに、具体的な指導方法の事例集

やガイドブックの作成などにより、コンピュータ等

を活用した教科指導について、地方公共団体や各学

校に対して一層積極的に情報提供していく。 

計画・IT

オ② 

措置済   

③インターネッ

ト等を用いた

高等学校教育

の促進 

（文部科学省） 

<教育ア25の再掲> 

高等学校段階の教育において、通信教育の充実

を図る観点からインターネットを活用した教育

の可能性について検討に着手する。 

計画・IT

オ③ 

検討 検討 

(結論) 

 



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

④インターネ

ット等を用

いた高等教

育の促進 

（文部科学省） 

<教育イ①の再掲> 

 インターネットを活用した授業について、効果

的な学習指導を行い得る体制が整えられている

場合には、直接の対面授業におけるような同時

性・双方向性がなくとも、これを遠隔授業として

位置付け、単位修得を可能とする。 

計画・IT

オ④ 

措置済   

⑤情報処理技

術者試験制

度の相互承

認等 

（経済産業省） 

海外の専門的ＩＴ技術者の活用を促進するた

め、情報処理技術者試験制度の相互承認等の措置

を早期に実施する。 

計画・IT

オ⑤ 

逐次実施 

⑥外国人ＩＴ

技術者受入

れ関連制度

の見直し 

（法務省) 

<法務ウ②の再掲> 

ＩＴ技術者などの専門的・技術的分野の業務に

従事する外国人を一層積極的に受け入れ、我が国

における高度な技術や知識を有する人材の確保

を図るため、ＩＴ技術者に関する上陸許可基準等

外国人受入れ関連制度の見直しについて検討を

行い、所要の措置を講ずる。 

【平成13年法務省令第79号(平成13年12月28日施

行)により制度改正を実施、新制度の下で補充的

に必要な措置を、平成13年法務省告示第579号(平

成13年12月28日施行)のほか、14年度以降、逐次

実施】 

計画・IT

オ⑥ 

平成13年度中に検討・結論 

結論に基づき逐次実施 

 

カ その他 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

①ＰＨＳのト

ランシーバ

ーモードに

おける通話

時間制限(３

分)の緩和 

（総務省) 

ＰＨＳのトランシーバーモードに課せられて

いる通話時間制限(３分間)について、その緩和の

可能性について検討を行い、平成13年度中に結論

を得る。 

【平成14年総務省令第21号】 

計画・IT

カ① 

措置済 

(２月施

行) 

  

②Ｘバンドの

使用に関す

る規制緩和 

（総務省） 

人体検知センサーなどの電波センサーへのＸ

バンド(10.525GHz帯)の周波数帯利用について、

技術的条件に関する平成12年11月27日電気通信

技術審議会答申を踏まえ、技術基準等の制度整備

計画・IT

カ② 

措置済 

(５月施

行) 

  



実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成13年度 平成14年度 平成15年度 

について検討を進め、平成13年度中に結論を得

る。 

【平成13年総務省令第75号、第76号、第77号】 

③非接触型Ｉ

Ｃカードの

無線局設置

の際の申請

手続の簡素

化 

（総務省） 

 非接触型ＩＣカードの無線局の開設に当たっ

ては申請負担軽減の観点から手続方法及び技術

基準等について、システムの運用実績や特殊性に

考慮した規律の見直しを行い、一括申請の容認等

手続の簡素化を図る。 

要望等  措置（結

論 ･ 実

施） 

 

 


